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	はじめに
	2025年9月29日、米国商務省産業安全保障局（the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security、以下「BIS」といいます。）は、輸出管理規則（Export Administration Regulations、以下「EAR」といいます。）に基づき公表しているエンティティ・リスト0F 及び軍事エンドユーザーリスト1F （以下「MEUリスト」といいます。）に関して、米国財務省外国資産管理局（The Office of ...

	本中間規則の概要
	本中間規則は、以下のリストに掲載されている個人又は法人により、直接又は間接的に、単独又は合計で50％以上保有される事業体は、当該各リストに掲載されているものとみなされる旨を規定しています。
	1. エンティティ・リスト
	2. MEUリスト
	3. EAR § 744.8で参照される特定のOFACプログラムに基づくSDNリスト3F
	本中間規則が定める「50%ルール」に関して、注目すべき点は以下のとおりです。
	①対象：本中間規則が定める「50%ルール」は“foreign entity”（すなわち、非米国企業）を対象とすることとされているため、エンティティ・リスト掲載者の米国子会社は対象に含まれないこととなります。
	②間接的な所有：ある事業体がリスト掲載者によって50%以上所有されているか否かを判断する場合、直接的な所有関係だけではなく、間接的な所有関係を考慮する必要があります。例えば、複雑な資本構造を持つ企業が取引の相手方である場合、リスト掲載者による間接的な所有が50％以上に達するか否かについて、慎重な分析が求められます。
	③持分の計算方法：「50%ルール」の適用にあたっては、複数のリスト掲載者の持分が合算されます。例えば、エンティティ・リスト掲載者であるA社が35％、エンティティ・リスト掲載者であるB社が15％、それぞれC社の持分を保有する場合、C社は「50%ルール」に基づきエンティティ・リストの対象とみなされます。
	④最も厳格な規制の適用：異なる輸出許可の承認方針が設定された複数のリスト掲載者が持分を保有する場合、最も厳格な規制が適用されることとされています。例えば、A社に「原則不許可（presumption of denial）」、B社に「個別審査（case-by-case review）」の輸出許可の承認方針が適用される場合、A社及びB社が合計で50%以上の持分を保有する関係会社に対しては、（より厳格な規制である）「原則不許可（presumption of denial）」が適用されます。
	⑤所有割合を特定できない場合の対応：事前に相当のデューデリジェンスを実施しても「50%ルール」の適用が判断できない場合、輸出者は、取引前にBISから輸出許可を取得するか、適用可能な許可例外を特定することが求められています。
	⑥50%未満の場合の対応：リスト掲載者の保有割合が50%未満の場合、「50%ルール」の適用はないものの、リスト掲載者が一定の少数持分を保有していることは、いわゆる「レッドフラッグ」4F に該当するため、迂回的な取引が行われるリスクがないか、追加的なデューデリジェンスを実施することが求められています。
	⑦直接製品規制（FDP）：本中間規則は、エンティティ・リスト掲載者に関する直接製品規制にも及ぶこととされているため、特定の米国由来の技術又はソフトウェアを組み込む外国製品で、エンティティ・リスト掲載者の関係会社向けに輸出等を行う場合、輸出許可が必要となる可能性があります。
	⑧一時的な一般許可：本中間規則の導入期間を設けるため、BISは2025年11月28日まで有効な一般許可を発出しました。当該一般許可は以下の内容を認めるものとなっています。
	（1） 本中間規則に基づき新たにリスト掲載者とみなされる事業体が関与する、カントリー・グループ「A:5」又は「A:6」向け又は当該地域内での輸出、再輸出又は国内移転
	（2） 米国又はカントリー・グループ「A:5」若しくは「A:6」に本社を置き、かつ、本中間規則に基づき新たにリスト掲載者とみなされるパートナーとの合弁事業に関する、カントリー・グループ「E:1」又は「E:2」（キューバ、イラン、北朝鮮、シリア）を除く地域向け又は当該地域内での輸出、再輸出又は国内移転
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